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１．トップメッセージ

次世代に継承する環境適合型社会を目指します

理事長 青山 善敬

この４月１日に地球温暖化防止や環境の保全・創造に関する調査・普及啓

発を担う(財)ひょうご環境創造協会と、廃棄物処理やリサイクル等の循環社

会づくりを担う(財)兵庫県クリエイトセンターが統合し、新しい協会が誕生

しました。

私は、地球規模から地域レベルまでの幅広い環境問題に対処するため、一

元的・総合的な取り組みを図るためには、人と人のつながり、とりわけ世代

間、地域間、組織間などの多様な連携による環境への取り組みなどを通して、

環境適合型社会の実現をめざしていくことが重要であると考えています。

このため、県民、ＮＧＯ・ＮＰＯ、企業、行政が連携し、各主体の参画と

協働のもと、地域環境力を向上させていくことを目的とした活動が行われて

いますが、協会では、こうした活動を支援する様々な取り組みを行っていま

す。

また、環境調査・測定分析事業に関しては、民間事業との棲み分けを図る

とともに職員の資質の向上に努め、幅広い環境コンサルティング事業への取

り組みを進めるなど、事業の推進に努めています。

協会内部においての環境への取り組みについては、平成２１年２月にエコ

アクション２１の認証登録を行い、この仕組みを活用して、環境負荷の削減

や職員のエコ活動を推進しています。

昨年度においては、協会がこれまで培ってきたノウハウを生かし、生物多

様性の保全から地球温暖化防止を考える「環境ＮＧＯ・ＮＰＯ Ｈｙoｇo

対話」や、我が国の温室効果ガス２５％削減と低炭素社会の構築について理

解と行動を深めるための「地球温暖化フォーラム」を開催しましたが、今年

度も引き続き実施して行くとともに統合により、新たに循環型の社会づくり

の観点を踏まえた「ひょうごエコサイエンス＆ビジネスフェア」などの事業

展開も推進しているところです。

最後に、私たち協会の環境の保全と創造の取り組みは、皆様のご意見を基

に積極的な活動を展開していきたいと考えていますので、今後ともご意見と

ご提案をいただくとともにご理解とご協力をよろしくお願いします。
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２．協会概要

（１）組織の概要

名 称 財団法人 ひょうご環境創造協会『本部』

所 在 地 〒６５４－００３７ 神戸市須磨区行平町３－１－３１

（本 部 〒６５４－００３７ 神戸市須磨区行平町３－１－３１）

（資源循環部 〒６５０－００２３ 神戸市中央区栄町通４－２－１８ キンキビルディング内）

（尼崎事業所 〒６６０－００８７ 尼崎市平左衛門町７０）

（津名事業所 〒６５６－２１３２ 淡路市津名町志筑新島）

（姫路事業所 〒６７２－８０７９ 姫路市飾磨区今在家字近藤新田１３５１－１７地先）

（播磨事業所 〒６７５－０１５５ 加古郡播磨町新島１３－１）

（赤穂事業所 〒６７８－０２０８ 赤穂市西浜町１０１６－１）

（香住事業所 〒６６９－６５６２ 美方郡加美町香住区油良３９９－５）

（ひょうごエコプラザ 〒３５０－００４４ 神戸市中央区東川崎１丁目１番３号 神戸クリスタルタ

ワー５Ｆ）

（ひょうご環境体験館 〒６７９－５１４８兵庫県佐用郡佐用町光都１丁目３３０－３）

設 立 昭和４７年５月３１日

基本財産 ６億５千万円 兵庫県 １６０百万円

県下全市町 ３３０百万円

神戸商工会議所 ２３百万円

『ひょうご環境創造協会 １３７百万円』

代 表 者 理事長 青山 善敬

事業内容 環境創造事業、循環型社会推進事業、環境コンサルタント事業、環境調査・測定分析事業、環境

研究事業、国際協力事業

『環境保全創造事業、環境調査・測定分析事業』

従業員数 １８６名『１０４名』(平成２２年４月１日)

売 上 高 ２,５２７百万円『１,３４８百万円』（平成２１年度）

床 面 積 １７６８６．１６ｍ２『２３４１ｍ２』

事業登録 特定計量証明事業登録

兵庫県計証第濃３号(濃度)

兵庫県計証第騒６号（音圧レベル）

兵庫県計証第振７号（振動加速度レベル）

兵庫県計証第特定濃度６号（特定濃度）

水道水質検査機関登録

厚生労働省（登録番号第６０号）

作業環境測定機関登録 兵庫労働基準局２８－９号

建築物飲料水水質検査業登録 兵庫県５６水第１１号の５

建築物空気環境測定業登録 兵庫県１１空第１１号の６８

土壌汚染対策法に基づく指定調査期間指定 環２００３－１－２０７
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MLAP（認定特定計量証明事業者） Ｎ－００６０－０１

（大気中のダイオキシン類、水又は土壌中のダイオキシン類）

第２種臭気測定認定事業所第２８４（０２）号

温泉成分登録分析機関 薬第０７Ｅ－０００１号

エコアクション２１地域事務局 ひょうごＥＭＳ支援エンター 認定番号１－００２

人材認定事業登録（こども環境学習サポータートレーニング）

産業廃棄物処分業許可（最終処分：安定型埋立）

産業廃棄物処分施設設置許可（最終処分場・安定型／ガラスくず・コンクリートくず

及び陶磁器くず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類）

一般廃棄物処理施設設置許可（ごみ処理施設／焼却灰、ばいじん）

技術スタッフ

工学博士 ５名

技術士 ２名

環境計量士 １７名

作業環境測定士 １０名

臭気判定士 ６名

大気公害防止管理者 ４名

水質公害防止管理者 １３名

ダイオキシン類公害防止管理者 １名

水道技術管理者 １名

空気環境測定実施者 １名

放射線取扱主任者 ３名

エックス線作業主任者 １０名

１級土木施工管理技士 ３名

２級土木施工管理技士 １名

１級造園施工管理技士 ２名

廃棄物技術管理者 ３名

最終処分場技術管理士 １名

※『』表示は、平成２２年４月時点でのエコアクション２１認証登録範囲
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（２）事業内容（環境創造事業）
【平成２１年度は一部エコアクション２１登録認証範囲外】
環境に適合した新しいライフスタイルの創造や、事業活動の促進のため、県民・NPO・事業者が一体

となり、環境負荷の低減を図るなど、低炭素社会、自然再生社会に向けた取り組みを行っています。

１）地球温暖化防止活動の推進

温暖化とその影響を防止するため、兵庫県

から指定を受けた地球温暖化防止活動推進セ

ンターとして、家庭におけるＣＯ２削減やグリーン

エネルギーの導入拡大さあらに地域における

取組の環を広げるための事業を行っています。

○エコチェックなど実践活動の普及啓発活動

○ひょうごグリーンエネルギー基金事業

○ＣＯ２削減相殺(ひょうごカーボンオフセット)事業

○地球温暖化防止活動推進委員活動支援

○エコ住宅普及啓発促進事業

○太陽光発電相談指導センター事業 エコチェックひょうご

○中小企業等の省エネ、ＣＯ２削減への支援（EA21） 等

ひょうごグリーンエネルギー基金事業 エコ住宅普及啓発促進事業

２）生物多様性保全活動の推進

多様な生き物が生息する自然環境を保全・再生するための啓発、支援などを行います。

○浜辺の環境学習事業

○生物多様性の保全に取り組むＮＧＯ・ＮＰＯのネットワークの推進 等

３）環境学習・教育の推進

エコアクション２１地域事務局 ひょうごＥＭＳ支援エンター（平成２１年度実績）

・運営委員会の開催（１回）

・判定委員会の開催（１６会開催：８８件審査）

・ＥＡ２１自治体イニシャティブ・プログラム開催（７事業者）

・ＥＡ２１関係企業グリーン化プログラム（４４事業者）
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人間と環境との関わりについての理解や豊

かな感受性や見識を持ち、責任ある行動がと

れる人づくりや環境適合型社会のしくみづく

りに向け、環境学習・教育に係る活動支援を

行っています。

○ひょうご出前環境教室の開催

興味のある環境問題について学習される場

合に、講師を派遣し学びの場のお手伝いをい 浜辺の環境学習

たします。

○環境学習プログラム、教材の開発

○エコツーリズムバス運行支援事業

○環境保全創造活動支援事業

○環境学習サポーター登録制度

○情報誌の発行 等

ひょうご出前環境教室

４）環境学習施設の運営【平成２２年４月時点ではエコアクション２１認証登録範囲外】

○ひょうごエコプラザ

環境学習や活動に関する情報提供や助成、人材紹

介などのご相談に環境学習コーディネーターが対応す

るなど、「環境」に関する取り組みのお手伝いを行って

います。また、企画展示を行い、最新の情報発信を行っ

ています。

「太陽光発電相談指導センター」「ＣＯ２削減協力事業相

談センター」をひょうごエコプラザ内に設置し、専門の相

談員が太陽光発電の設置に関する相談や、中小企業の

ＣＯ２削減の取り組みに関する相談をしています。 ひょうごエコプラザ

協会情報誌「エコひょうご」（県民、団体、事業所、市町会員等に年４回送付）

よりよい環境づくりのための様々な事業を支えて

いくため協会では会員募集し、会員の皆さまへ協会

情報誌「エコひょうご」を送らせて頂いています。

皆さまからの会費は、環境保全事業に役立てられ

ています。

会員数 県民会員９６５人

団体会員１０５団体

事業所会員２１０事業所

市町会員４１団体

詳しいイベント情報等はホームページからご

覧頂けます。

http://www.eco-hyogo.jp/
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（３）事業内容（循環型社会推進事業）
【平成２１年度は一部エコアクション２１認証登録範囲外】
廃棄物に関わる生産・消費、廃棄の全ての取り組みに対して一元的に対応する体制を整備し、循環

型社会構築を目指した３Ｒ活動等様々な活動を推進しています。

１）市町等の支援業務

廃棄物等の処理に係る事業は社会経済活動の

拡大に伴い、市町単独では対応しきれない場

合が増えています。また、廃棄物処理施設の

新規建設事業は、中小市町・事務組合では施

設運営の経験者や各種専門技術者の確保が困

難な状況ですので、支援事業を行っています。

○市町事業支援、相談対応

○市町職員研修

○廃家電回収、資源化の支援

セメントリサイクル事業

２）廃棄物の資源化・最終処分事業

○セメントリサイクル事業

市町等のごみ焼却施設から排出される焼却

灰およびばいじんについて、住友大阪セメント

(株)とタイアップして、既存のセメント焼却

炉を活用した再資源化事業を行います。

○但馬最終処分場事業

但馬地域の地元の要請を受け、平成１３年

１０月から但馬処分場を開設し、建設残土及び 但馬最終処分場

建設廃材等を受け入れています。

○大阪湾フェニックス受託事業

当協会は、兵庫県内の廃棄物の広域処理団

体として、大阪湾フェニックス事業にかかる

兵庫県内の積出基地のうち、尼崎、播磨、津

名、姫路基地での廃棄物受入業務を受託して

います。

３）調査、研究、交流

○ひょうごエコタウン推進会議の運営支援 クリーンアップキャンペーン

既存の産業基盤等の活用による広域的な資

○ひょうご環境体験館(はりまエコハウス)

地球温暖化をはじめとする環境問題について、参加

体験型の環境学習プログラムや展示により、『感じ』、

『学び』、『知る』ことが出来る施設です。県が播磨科

学公園都市に設置した施設の指定を受け管理運営し

ています。

ひょうご環境体験館(はりまエコハウス)
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源循環社会の構築を目指す「ひょうごエコタ

ウン構想」の実現に向け、事業化推進や資源

循環の推進を事務局として進めています。

○兵庫県、広東省等の環境ビジネス交流会議の運営支援

兵庫県と広東省等の企業間における環境ビジ

ネスの取り組みを促すため、兵庫県主導の

もとに「兵庫県・広東省等ビジネス交流

会議」が行う各種事業を支援します。

４）不法投棄廃棄物の適正処理

○原状回復 マイバック運動

廃棄物の不法投棄、不適正処理事案による生

活環境保全上の支障を除くため、投棄原因者が

不明又は資金力不足の場合、土地所有者・市町

等の要請に基づき原状回復事業を行います。

○未然防止、再発防止

市町等の要請に基づき、廃棄物の不法投棄・

不正処理の未然防止及び再発防止対策に対して

助成を行います。

５）３Ｒ等の普及啓発

循環型社会構築を目指した県民レベルのさ

まざま活動を促進するため、地域における ３Ｒ検定

３Ｒ推進活動を担う人材の育成とその活動支

援を行います。

○クリーンアップキャンペーン、マイバック運動、３Ｒ推進活動支援、地域別推進事業

（４）事業内容（環境コンサルティング事業）
地球温暖化防止、循環型社会の推進など環境保全に資する情報収集や技術の研究開発を進めるこ

とにより培われた、幅広い知見と高度な技術力、中立的な立場から生む行政、住民への卓越した調

整能力で、一貫性のあるコンサル業務を遂行しています。

１）循環型社会形成の推進

循環型社会を実現するために、市町が推進す

るごみ処理施設等の整備事業について、計画

段階から一貫したコンサルティングとシステ

ムワークで支援します。また、事業者が取り

組む適正な産業廃棄物処理施設の設置・管理

を総合的にサポートします。

○一般廃棄物処理基本計画の策定支援

○一般、産業廃棄物処理に関する調査・設計、工 バイオマスの利活用

事管理など総合コンサルティング事業

２）自然環境保全、再生

地域特性や社会条件等の変化を踏まえ、都
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市河川での自然再生、ビオトープ創出、荒

廃した森林の復元などさまざまな事業目的に

対応したプランをご提案し、人と自然とが共

生する豊かな社会を実現します。

○緑地保全、里地里山に関する調査、計画策定

○動植物、生態系に関する調査や貴重種の保全

○自然再生における住民参加と合意形成の推進

支援

３）低炭素社会実現への取り組み 住民参加型自然再生

地球温暖化問題の解決や循環型社会の推進

のための切り札となる低炭素社会の実現をめ

ざした、バイオマスの利活用など計画支援や

技術研究に取り組んでいます。

４）環境アセスメント

現状を調査により適切に把握し、事業の実

施に伴う環境への影響を豊富な実績と最新

の科学的な知見に基づき、中立な立場から

予測、評価し、事業活動と自然環境や地域社

会との持続的な調和をサポートします。

○団地、道路、空港整備、海面埋立、廃棄物 改正土壌汚染対策法セミナー開催

処分など、豊富な実績

○住民への説明、調査支援

○適切な事後監視計画の立案と手続き支援

（５）事業内容（環境調査・測定分析事業）
計量法に基づく計量証明事業登録機関として、経験豊富なスタッフが最新の技術を駆使しながら、

あらゆるニーズに即応できる迅速、正確な調査・測定分析を実施します。

１）大気環境の測定

私たちの身の回りを取り巻く大気環境を良

好に保つため、「大気汚染防止法」などの各種

関連法令に基づく、工場・自動車等からの排出

される物質による大気汚染や騒音、振動及び

悪臭などの測定を行います。

２）水質分析

河川水、海域、地下水、工場排水、下水等の

水質分析及び底質分析は、長年にわたり培っ

た技術とノウハウにより、適切な調査から分

析・報告書まで一貫した対応でご要望にお応

えします。

また、水道法の厚生労働大臣登録機関とし

て、基準５０項目や水道管理目標設定項目等の 土壌ボーリング調査

分析及びクリプトスポリジウム等の耐塩素性

病原微生物の検査についても迅速に対応いた
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します。

３）土壌汚染等の調査

「土壌汚染対策法」に基づく土壌ガス調査、

土壌溶出量調査、土壌含有調査及び地下水

の汚染状況調査や土地取引に先立って、必要

となる「宅地建物取引業法」及び「不動産鑑定

評価基準」に基づく土壌汚染状況の迅速かつ

的確な報告及び土壌対策工法のご提案を行い

ます。

ダイオキシン測定風景

４）有害物質調査

ダイオキシン類や環境ホルモンなど極微量

有害化学物質の分析においては、高度な技術

力と適正な品質管理が必要です。ダイオキシン

類の分析では、高分解能ＧＣ－ＭＳによる高精

度分析（認定特定計量証明事業者・環境省受

注資格審査合格）に対応しています。

★ISO9001 認証登録【対象範囲】

水、土壌及び大気中の物質濃度に係る分析・測定、音圧・加速度レベルに係る測定並びに計量

証明

（６）事業内容（環境研究事業）
【平成２１年度は、エコアクション２１認証登録範囲外】
県民の安全と安心を守るために、県と連携した環境に関する調査研究や試験検査を行い、また、関

連環境機関や大学との連携により、環境汚染などに対する科学的・技術的情報提供をしています。

１）有害物質に関する調査研究

有害化学物質による環境汚染の未然防止の観点から、高蓄積性、長期残留性、長距離

移動など生態系の影響が懸念されるＰＯＰＳ（残留性有害汚染物質）をはじめ未規制物質

の環境中の動態の把握、環境リスクを評価する手法を開発するとともにバイオアッセイに

よる環境モニタリングを実施しています。

○地球環境問題からみた残留性有機汚染物質

の地球環境への負荷

○有機フッ素化合物の汚染実態及び発生源の解明

○大気中揮発性有機化合物（ＶＯＣ）の挙動と評価

○廃棄物の不適正処理時の対応及び廃棄物の

性状等

○バイオアッセイ法による環境汚染化学物質

評価法の適用

 VOC 測定

２）水環境に関する調査研究

規制になじまない山林、農地、市街地等土地利用形態別の窒素やリン等の流出実態調査など

環境負荷物質の流出特性を把握するとともに、瀬戸内海など公共用水域の改善を図るため、生

物の浄化機能を中心として、耕転・エアレーション等の海域の直接浄化技術の研究や、大阪湾・

播磨灘における難分解性有機物及び栄養塩に関する調査研究を行っています。また、河川の水
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性生物などの環境教育を支援しています。

○土地利用形態の違いによる水域への流出特性

○県内地質に含まれる有害物質等情報の総合化

○生物機能の活用を目的とした閉鎖性海域の

環境改善

３）大気環境に関する調査研究

大気環境保全に関する最近の行政ニーズ

に即して、大気汚染常時監視網の見直し、

自動車排ガス対策、地球温暖化対策、ヒー

トアイランド対策、黄砂対策及び新たに環 環境教育(水生生物)

境基準が設けられた大気中微小粒子状物質

（ＰＭ２．５）の大気中濃度の監視等に関

する研究を行っています。

○大気汚染物質濃度の評価と予想モデル

○兵庫県におけるヒートアイランド現象の実態

把握及び対策の有効性検討

○自動車排ガスによる大気汚染低減対策の効

果検証とＰＭ２．５汚染の実態把握

○黄砂飛来時における重金属等の大気中有害物

質汚染の実態解明

○広域光化学大気汚染の実態把握並びに対策効果 ヒートアイランド現象調査

４）行政検査に係る調査分析

兵庫県（環境部局）からの依頼を受けて、大気汚染・水質汚濁の監視業務における試料の

分析、施設への立入検査等の調査分析、発生源における適正管理や排出抑制等の対策の指

導助言など分析業務を実施しています。

（７）事業内容（国際協力事業）
【平成２１年度は一部エコアクション２１登録認証範囲外】
当協会では、これまで培ってきた、経験や技術を活かし、持続可能な開発に向け、世界各地の環境

保全の取り組みに協力しています。

１）モンゴル森林再生プロジェクト

２）ブラジルパラナ州における環境管理技術協力事業

３）兵庫県・広東省ビジネス交流会議（再掲）

４）ＪＩＣＡ（東アジア酸性雨モニタリング、地方

自治体における廃棄物コース、環境安全のための

化学物質リスク管理と残留分析コース）

モンゴル森林再生プロジェクト
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３．環境への取り組み
当協会は、平成１７年３月にＩＳＯ１４００１の導入を行い、環境への取り組みに関する組織体制

を構築しました。エコアクション２１については、平成２１年２月に認証登録を行い、ＩＳＯ１４００

１からエコアクション２１に移行しました。

（１）環境方針

財団法人ひょうご環境創造協会環境方針

【 理 念 】

財団法人ひょうご環境創造協会（以下、当協会と言う）は、環境の保全・創造が人類共通の最重要

課題の一つであることを強く認識し、活動のあらゆる面で、環境の保全と創造に配慮して行動する。

【 方 針 】

当協会は、「環境適合型社会の実現をめざし、参画と協働の取組を進めます」をスローガンに、県

民、NGO・NPO、企業、行政の行う環境保全と創造活動を支援し、促進する推進母体として、環境創

造事業、循環型社会推進事業、環境調査・分析事業、環境研究事業などの事業活動等において、環

境負荷を低減するとともに環境保全・創造活動を実践するため、以下の原則を履行する。

１ （環境保全・創造活動の推進）

職員全員が下記の環境保全・創造活動の実践に取り組むとともに、事業活動による環境負荷の低

減及び環境汚染の予防・防止に努める。

(1) 環境保全活動

① 化学薬品は、適正管理・適正使用を徹底し、使用量の削減に努める。

② 物品等の調達にあたっては、グリーン調達を推進する。

③ 電気、水、ガス、紙等の資源・エネルギーは、使用量の削減・再利用に努める。

④ 廃棄物は、排出の抑制を図るとともに分別を適正に行い、再資源化を推進する。

⑤ 産業廃棄物の適正管理に努める。

⑥ 排水処理施設及び排ガス処理施設は、適正に管理し、汚染物質排出の予防・防止に努める。

⑦ 製品及びサービスにおける環境配慮としてエコドライブを推進する。

(2) 環境創造活動

① ライフステージに応じた環境学習・教育を推進し、県民、事業者の環境創造活動を支援する。

② グリーンエネルギーの導入等の地球温暖化防止のための実践活動を促進する。

③ 環境問題に関する情報収集・提供及び普及啓発・調査研究に努める。

２ （法令等の遵守）

当協会に適用される環境関連の法令等及び当協会の同意するその他の要求事項を遵守する。

３ （緊急時の対応）

緊急事態に備え、化学薬品の保管・使用及び排水処理施設等の管理にあたっては、防災対策を講

じ、汚染物質の漏出の防止に努める。

４ （継続的改善）

環境方針、環境目標は、社会情勢及び社会的要請を考慮して定期的に見直しを行い、継続的改善

により、環境負荷の低減と環境保全・創造活動の実践に努める。

５ （公開）

環境方針は、公開する。

制定日 平成 22 年 4 月 1 日

財団法人ひょうご環境創造協会 理事長
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（２）対象範囲

環境創造部
理
事

【
環
境
管
理
責
任
者

】

理
事
長

【
代
表
者

】
※１資源循環部

総務課

水質課

循環推進課

企画調整課
(事務局)

温暖化対策課

環境調査課

営業推進課

経理課

事業課
※３（尼崎事業所）
※３（津名事業所）
※３（姫路事業所）
※３（播磨事業所）
※４（赤穂事業所）
※４（香住事業所）

　　　 環境創造課
※２(ひょうごエコプラ
ザ)
※２(ひょうご環境体験
館)

経営企画部常
務
理
事

大気環境科

※２　ひょうごエコプラザ及びひょうご環境体験館は、県の施設であるため県のＥＭＳの基で活動しています。
そのため協会のエコアクション２１の対象範囲からは除きます。

会
長

環境技術部

水質環境科

大気課

土壌対策室

専
務
理
事

【
副
代
表
者

】

※３　尼崎事業所、津名事業所、姫路事業所、播磨事業所は、大阪湾広域臨海環境整備センターのエコアク
ション２１において認証登録しているため対象範囲から除きます。

※４　赤穂事務所、香住事務所は、平成２５年度までにエコアクション２１の適用範囲に含め運用を行います。

※１　資源循環部及び兵庫県環境研究センターは、平成２２年４月よりエコアクション２１の運用を行っていま
す。

※１兵庫県環境
研究センター

安全科学科

・環境実行責任者
・環境実行委員

・環境実行責任者
・環境実行委員

・環境実行責任者
・環境実行委員

・環境実行責任者
・環境実行委員

・環境実行責任者
・環境実行委員

・環境実行責任者
・環境実行委員

・環境実行責任者
・環境実行委員

・環境実行責任者
・環境実行委員
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（３）環境目標と環境活動計画
基準年度

平成17～

19年度平均値

平成20年度

(実績)
平成21年度 平成22年度 平成23年度

(2)① ライフステージに

応じた環境学習・教育

の推進、県民・事業者

の環境活動支援

環境創造活
動の実践

(2)② グリーエネルギー

の導入等の地球温暖化

防止のための実践活動
の促進

環境創造活

動の実践

(2)③ 環境問題に関する
情報収集・提供及び普

及啓発・調査研究の推

進

環境創造活
動の実践

(1)④ 廃棄物の排出抑
制及び分別の適正化

(参考）

リサイクル率

（％）

58.71
78.24
(注１）

リサイクル率60%以上 リサイクル率60%以上 リサイクル率60%以上 (1)再生できる紙類はごみにせず、「コピー紙」、「一般紙」、「新聞紙」、
「雑誌・本類」、「段ボール」、「シュレッダー」に分別回収する。
(2) アルミ缶・スチール缶・ガラス瓶及びペットボトルは分別する。

(3) 使い捨て容器の使用を控える。
(4) 電子メールの利用により紙文書の省略に努める。また、コンピュータ
ネットワークの活用を図りペーパーレス化に努める。
(5) 資料については、原則として、両面コピ－・両面印刷を行う。

(1)① 化学薬品の適正
管理・適正使用 化学薬品管

理

巡視点検
（月１回/
年12回）

巡視点検
（月１回/
年12回）

化学薬品管理の徹底：安全
衛生委員による巡視点検

（月１回/年12回）

化学薬品管理の徹底：安全
衛生委員による巡視点検

（月１回/年12回）

化学薬品管理の徹底：安全
衛生委員による巡視点検

（月１回/年12回）

(1) 手順書（「薬品・高圧ガス管理手順」）に基づく管理の実施
(2) 衛生委員による管理施設巡視点検

(1)② 物品等に係るグ

リーン調達の推進 グリーン調

達
－ 100%

グリーン調達の推進：事務

用品のグリーン調達率を原
則100%

グリーン調達の推進：事務

用品のグリーン調達率を原
則100%

グリーン調達の推進：事務

用品のグリーン調達率を原
則100%

(1) 環境配慮型製品の購入の推進

(2) 国際エネルギースターロゴ表示等のあるＯＡ機器等の導入推進
(3) 公用車への低公害車導入の推進

電気使用量

(KWH)
886,756 847,602

４％削減
851,286

５％削減
842,418

６％削減
833,551

(1) 昼休み時間の消灯を徹底する。
(2) パソコンは離席時等短時間使用しない時に省エネモードとなるよう設定する。

(3) 冷暖房時は、適切な温度（冷房時２８℃以上、暖房時２０℃以下）に設定す

る。

(4) エコタップの活用を図る。
(5) 廊下の消灯を行う。
(6) 環境実行委員等が「環境行動チェック表」により、取組状況をチェックする。

二酸化炭素排

出量 (kg-C)
123,269 119,207

４％削減

118,338

５％削減

117,106

６％削減

115,873

電気使用量削減の取り組みに加えて、下記のエコドライブを実践する。

(1) 不要なアイドリングをやめる。
(2) タイヤの空気圧をチェックする。
(3) 不要な荷物を降ろす。
(4) 暖機運転は適切に行う。
(5) 急発進、急加速はやめる。

水使用量

(ｍ
３
)

4,034
(19年度)

(注２)
－

(注３)

4,000以下 4,000以下 4,000以下 (1) 流し使用時には、食器洗いや物を冷やす際に水の流しっぱなしをしな

い。
(2) ピペット洗浄時間を適正に行う。

(1)⑤ 産業廃棄物の適
正管理

産業廃棄物
管理

－ －
産業廃棄物適正管理の実施 産業廃棄物適正管理の実施 産業廃棄物適正管理の実施 ・産業廃棄物の適正管理（保管・処分委託）の徹底

(1)⑥ 排水処理施設及
び排ガス処理施設の
適正管理

排水／排ガ
ス管理

月２回の排

水水質、年
１回の排ガ
ス濃度自主
測定

月２回の排

水水質、年
１回の排ガ
ス濃度自主
測定

試験分析排水及び排ガス管
理の徹底：月２回の排水水
質、年１回の排ガス濃度自
主測定の実施

試験分析排水及び排ガス管
理の徹底：月２回の排水水
質、年１回の排ガス濃度自
主測定の実施

試験分析排水及び排ガス管
理の徹底：月２回の排水水
質、年１回の排ガス濃度自
主測定の実施

(1) 手順書（「薬品・高圧ガス管理手順」）に基づく管理の実施。
(2) 衛生委員による管理施設巡視点検の実施。

主要な取り組み項目項 目活動

環 境 目 標

環

境

保

全

活

動

(1)③ 電気、水、紙等
の資源・エネルギー
の使用量削減・再利
用

環

境
創
造
活
動

環 境 方 針

(注１) 本・雑誌類が大量に排出されたため、リサイクル率が大きくなっている。
(注２) クーリングタワーの廃止（平成19年度）により、大きく水使用量が削減できたため。
(注３) 水道メーター故障のため、正確なデータが得られなかった。

職員数（４月1日現在）に
個人目標ポイント（職員

等：8ポイント、パート契
約職員：6ポイント）を乗
じて得られるポイント以上

－ －

・職員全員が下記の環境創造活動を行い、「環境創造活動チェック表」によ
り、四半期ごとに活動状況をチェックする。

(1) 環境講演会、イベント、技術研修会、調査研究学会等に参加
(2) エコフェスティバルに参画
(3) 環境問題に関する講演会、セミナー等に講師として参加
(4) 屋外清掃等の環境美化活動に参加
(5) 環境に関する所内勉強会に参加

(6) エコチェックカレンダー会員に参加
(7) 環境に関する調査研究をとりまとめ、外部又は内部報告を実施

職員数（４月1日現在）に
個人目標ポイント（職員

等：8ポイント、パート契
約職員：6ポイント）を乗
じて得られるポイント以上

職員数（４月1日現在）に
個人目標ポイント（職員

等：8ポイント、パート契
約職員：6ポイント）を乗
じて得られるポイント以上
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（４）環境目標と環境活動計画の実績、取組結果とその評価

１）環境創造活動の推進（ポイント評価方法変更より参考）

平成２１年度における協会の環境創造活動として、職員の一人一人が下記の活動を行い、活動

内容ごとに環境活動ポイントを設定することで、環境への取組を推進していくこととしています。

平成２１年度における環境創造活動は、職員全体（認証登録範囲）の６７％が目標を達成してい

ます。また、職員が行った環境創造活動の内容は、下記のとおりです。

○ 環境講演会、イベント、技術研修会、調査研究学会等に参加

○ エコフェスティバルに参画

○ 環境問題に関する講演会、セミナー等に講師として参加

○ 屋外清掃等の環境美化活動に参加

○ 環境に関する勉強会に参加

○ エコチェックカレンダー会員に参加

○ 環境に関する調査研究をとりまとめ、外部又は内部報告を実施

エコフェスティバル エコチェックカレンダー

２）リサイクル率（目標達成）

協会では、一般廃棄物は、再資源化物として古紙（コピー紙、雑誌など）、新聞紙、ダンボ

ール、アルミ缶、スチール缶、びん類、非再資源化物として可燃ごみ（生ゴミ／紙くずなど）、

不燃／粗大ごみ（傘／フロッピーなど）に分別しています。平成２１年度のリサイクル率は、

７５．６％で平成２０年度より２.６％減少しましたが、一般廃棄物排出量は１００３.３kg、

削減できました。

リサイクル率

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度

％

平成２１年度再資源化物実績

古紙 ２．６５８５ｔ

新聞紙 ０．２８２５ｔ

ダンボール １．２２９１ｔ
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一般廃棄物排出量

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度

kg

３）化学薬品管理（目標達成）

平成２１年度の化学薬品の管理は、ＩＳＯ９００１等手順書である「薬品・高圧ガス管理手順」

に従った管理を行っています。ＰＲＴＲ法に基づく物質も１tを超えるものはありませんでした。

また、平成２１年度の衛生管理者による巡視点検（月１回／年１２回）が行われましたが、１０

月及び１１月にボンベ転倒防止策が行われていなかったため安全衛生委員会で防止策の徹底が指

示された以外問題はありませんでした。

化学物質保管庫

４）グリーン調達（目標達成）

グリーン調達については、経理課において、主に事務用品のグリーン調達を行っています。

平成２１年度は、全ての事務用品についてグリーン調達が行われました。

５）電気使用量（目標達成）

平成２１年度における電気使用量は、８０２,０６７kWh であり、平成２１年度目標（８５１,

２８６ kWh）よりさらに６％削減でき、平成１７年度から平成１９の平均値より１０％削減でき

ました。電気使用量については、環境への取組の結果、ここ３年間は減少傾向が続いています。

電気使用量

760000
780000

800000
820000

840000
860000

880000
900000

平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度

kWh

平成２１年度薬品使用量実績

薬品２．３５５ ｔ

薬品１．２４ Ｌ

（ＰＲＴＲ法に基づく物質）

物質１２１．８５５ ｋｇ

物質４．５ Ｌ

※ｔに換算できる薬品は、ｔに換算にしてい

ます。

平成２１年度非再資源化物実績

可燃ごみ １．３６３ ｔ

不燃／粗大ごみ ０．１９９９ ｔ
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６）二酸化炭素排出量（目標達成）

平成２１年度における二酸化炭素排出量は、３９２．６ｔ－ＣＯ２であり、平成２１年度目標４

０６．２ｔ－ＣＯ２より３．３％削減でき、平成１７年度から平成１９年度の平均値４２３．２ｔ

－ＣＯ２より７．２％削減できた。二酸化炭素排出量については、環境への取組の結果、ここ３年

間は減少傾向が続いています。（※平成２１年度の値をｋｇ－Ｃからｔ－ＣＯ２に換算して実績及

び評価しています。）

二酸化炭素排出量

380.0

385.0

390.0

395.0

400.0

405.0

410.0

415.0

420.0

平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度

ｔ－ＣＯ２

（二酸化炭素排出係数０．０００３３６ｔ－ＣＯ２／ｋＷｈ）

７）水使用量（目標達成）

平成２１年度における水使用量は、３,７９９ｍ3 であり、平成２１年度目標（４,０００ｍ3）

から５％削減出来ました。

水使用量

3200
3300
3400
3500
3600
3700
3800
3900
4000
4100

平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度

m3

８）産業廃棄物管理（維持管理）

当協会から排出される産業廃棄物は、廃プラスティック類、廃ガラス類、廃金属類、汚泥、廃

酸、廃アルカリ、廃油があり、そのうち、廃酸、廃アルカリ、廃油は特別管理産業廃棄物になり

ます。平成２１年度に排出された産業廃棄物は、１４０８.６kg、特別管理産業廃棄物は、１,７

９９L であり、平成２０年度の排出量に比べて、産業廃棄物排出量が２３．４％増加し、特別管

理産業廃棄物が４．６％減少しました。これらの産業廃棄物は都道府県知事の許可を受けた産業

廃棄物処分業者に処分を委託し、委託時には産業廃棄物管理票（電子マニフェスト）を発行して、

適切に処分が行われたかどうかの確認を行っています。平成２１年度における産業廃棄物管理票

の発行枚数は２９枚であり、すべて適切な処分が行われていることの確認しました。

平成２１年度産業廃棄物実績

廃プラスチック類 ８９０．６ｋｇ 廃酸 ６８９．０L

廃ガラス類 ３０２．０ｋｇ 廃アルカリ １０．０L

廃金属類 ４０．０ｋｇ 廃油 １１００．０L

汚泥 １７６．０ｋｇ
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９）排水／排ガス管理（目標達成）

協会では、重金属などの有害物質を含む排水は、排水処理装置を用いて処理を行い、無害化し、

ｐＨを調整した後、公共下水道に排出しています。また、有機性汚濁物質を含む排水は、高分子

凝集剤を使用した凝集沈殿を行った後、公共下水道に排出している。これらの排水については、

定期的に自主検査を行っていますが、基準値を超える値は検出されませんでした。常温で揮散し

やすい薬品（酸、溶剤）の取扱は、ドラフト装置内で行い、揮散したガスを吸引して排ガス処理

装置による処理を行った後、無害化した空気を大気中に放出しています。また、協会では、薬品

が大気中に放出されることを未然に防止するため、月１回、衛生管理者による巡視点検を行い、

これらの設備に異常がないかどうかをチェックしています。

排水処理施設 衛生管理者による巡視点検

１０）環境教育／訓練

協会では、自覚教育として登録認定範囲の全職員に対して、業務を推進するうえで必要な環

境保全教育（自覚教育）を平成２１年６月～７月に行いました。また、化学薬品の漏洩及び危

険物保有量の多い分析室の火災を緊急事態として特定し、緊急事態への対応策として、「緊急事

態対応手順書」を定めています。平成２１年度は、緊急事態の訓練及びテストを平成２１年６

～７月に行い、手順書に定められた作業が適切に行えるかどうかの確認を行いました。

教育／訓練名称 対象 参加人数

自覚教育 平成２１年度エコアクション２１認

証登録範囲職員 ９１人

緊急事態対応訓練 化学薬品を取り使う職員対象 ４３人

１１）環境監査

当協会（本部）では、エコアクション２１の要求事項や環境経営システムによる取り決めが、

確実に実行されているかを確認するため、エコアクション２１審査人による審査を受審し、シ

ステムの継続的改善に努めています。平成２１年１月２６日に行われた中間審査では、不適合

１件（産業廃棄物と顧客に返却する試料容器が同じような場所にあるため、協会職員は識別出

来るが第三者が見ても分かるように保管方法を改善する）を受けました。是正処置及び再発防

止に対する予防処置として、処置試料返却容器を別の場所に移動させるとともに、課内会議に

おいて、返却試料に表示を行うとともに常に整理整頓を心がけるよう伝達しました。平成２２

年３月３１日に再発防止策の効果を確認しました。
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（５）マテリアルバランス
当協会（本部）の平成２１年度の事業活動により、環境に与えた影響を環境負荷として示していま

す。

財団法人

ひょうご環境創造協会（本部）

【環境保全創造事業、環境調

査・測定分析事業】

エネルギー（インプット）
電気 ８０２,０６７kWh

都市ガス ４４５３m3

ガソリン ３３,４６３Ｌ

軽油 ４,５７２Ｌ

排出物（アウトプット）
ＣＯ２排出量 ３９２．６ｔ－ＣＯ２

再資源化廃棄物 ４．８３９４ｔ

非再資源化廃棄物 １．５６２９ｔ

産業廃棄物排出量 １４０８．６ｋｇ

特別管理産業廃棄物 １,７９９Ｌ

下水道 ３,７９９m3

製品（アウトプット）
分析測定件数

１６５,５７５件

環境調査・コンサルティン

グ業務 ５０件

資源（インプット）
上水 ３７９９m3

紙 ４．４８ｔ

薬品 ２．３５５t

薬品 １．２４L
※ｔに換算できる薬品は、ｔに換算

にしています。
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（６）環境関連法規等の遵守状況の確認及びその評価の結果

並びに違反、訴訟等の有無
環境関連法規等については、環境経営システムのなかで、「法規制等遵守状況チェック表」を作成

してチェックを行い、違反があった場合は是正することにしています。協会に適用される法規、その

他の要求事項は、「法的及びその他の要求事項一覧表」に定めています。また、平成２１年度は、協

会に適用される法規等について違反や公的機関等から訴訟等及び利害関係者からの苦情も１件もあり

ませんでした。

該当する施設名・物
質・現象等

法令等基準値 許認可・届出 測定義務 報告義務

1 ◎

(国)廃棄物の処理及び清掃に関する法律

S.45.12.25制定 H20.5.2最終改正
(市)神戸市廃棄物の適正処理、再利用及び
環境美化に関する条例
S.47.4制定 H.20.3.31最終改正

産業廃棄物、特別

管理産業廃棄物

保管場所に掲示

板の掲出

特別管理産業廃

棄物管理責任者
の選任および届出

なし 神戸市長に

報告書提出
（６月末まで）

「EF46R-001 法規制等遵

守状況チェック表」による

なし

2 ○

（市）神戸市告示第736号
（平成21年度神戸市一般廃棄物処理実施計
画）
H21.3.31制定

一般廃棄物の分別 収集・運搬計画 なし なし なし 一般廃棄物を４区分に分
別し、市の指定する区分
ごとの指定袋で排出する

なし

3 ◎

(国)下水道法
S.33.4.24制定 H17.6.22最終改正
(市)神戸市下水道条例
S.44.4制定 H.19.4.5最終改正

排水処理装置 政令で定める排
出基準の遵守

公共下水管理者
に届出

水質の測定 なし 「EF46R-001 法規制等遵
守状況チェック表」による

別紙（「神戸市下水道条
例に係る排水測定頻
度」）による

4 ○

(国)特定物質の規制等によるオゾン層の保護
に関する法律

S.63.5.20制定 H12.5.31最終改正
(国)特定製品に係るフロン類の回収及び破壊
の実施の確保に関する法律
H.13.6.22制定 H.18.6.8最終改正

パッケージエアコ
ン、公用車

なし なし なし なし 廃棄時は適切に処置する なし

5 ◎

(国)消防法
S.23.7.24制定 H.20.5.28最終改正

薬品 表示義務 なし なし なし 「EF46R-001 法規制等遵
守状況チェック表」による

使用の都度

6 ◎

(国)労働安全衛生法
S.47.6.8制定 H.18.6..2最終改正

一般事項・室内環境
大気・排ガス

健康診断
局所排気装置の
設置

なし 健康診断 なし 「EF46R-001 法規制等遵
守状況チェック表」による

２回/年(6月、12月)
２回/年(3月、9月)

7 ○

(国)特定化学物質の環境への排出量の把握
及び管理の改善の促進に関する法律
H.11.7.13制定 H.14.12.13最終改正

薬品 第１種指定化学
物質は取扱量１ト
ン／年以上が対
象

なし なし なし なし なし

8 ○

(国)化学物質の審査及び製造等の規制に関す
る法律
S.48.10.16制定 H.17.4.24最終改正

薬品 第一種特定化学
物質標準品は、
使用制限あり（試
験研究は除外）

なし なし なし 使用記録簿への記入 使用の都度

9 ○

(国)高圧ガス保安法
S.26.6.7制定 H.18.6.2最終改正

分析室およびボンベ
室

なし なし なし なし なし なし

10 ◎

(国)毒物及び劇物取締法
S.25.12.28制定 H.13.6.29最終改正

薬品 表示義務
盗難防止

なし なし なし 「EF46R-001 法規制等遵
守状況チェック表」による

使用の都度

11 ○

(国)悪臭防止法
S.46.6.1制定 H.18.6.2最終改正
(市)悪臭防止法の規定に基づく悪臭の規制地
域の指定及び規制基準の設定について
S.48.4.10制定     H13.4.19最終改正

薬品 A地域、B地域の
区分毎に悪臭物
質の基準値を設
定

なし なし なし 薬品を使用後は、直ちに
試薬瓶を密栓するなど悪
臭発生防止処置

なし

12 ○

(国)自動車から排出される窒素酸化物粒子状
物質の特定地域における送料の削減等に関す
る特別処置法
H.4.6.3制定 H.19.5.18最終改正

公用車 国・地方公共団体
が実施する施策
への協力

なし なし なし アイドリングストップ なし

13 ○

(国)国等による環境物品の調達の推進に関す
る法律
H.12.5.31制定 H.15.7.16最終改正

環境物品 努力義務 なし なし なし 法の精神を尊重し、グリー
ン調達に努める －

14 ○

(国)資源の有効な利用の促進に関する法律
H.3.4.26制定 H.14.2.8最終改正

パソコン、紙、アルミ
缶、スチール缶、
ペットボトル

なし なし なし なし 分別回収、リサイクルおよ
びリユースを確実に行う業
者への処理委託

－

15 ◎

(国)放射性同位元素等による放射線障害の
防止に関する法律

S.32.6.10制定 H.19.5.11最終改正

分析機器 表示義務 文部科学大臣へ
の使用届及び放

射線障害を防止す
るための規程及び
放射線取扱主任
者の届出

なし 機器設置施
設を文部科学

大臣に報告

「EF46R-001 法規制等遵
守状況チェック表」による

１回／年
２回／年

16 ○

（国）家電リサイクル法
H.10.6.5制定 H15.6.18最終改正

テレビ、冷蔵庫、洗
濯機、エアコン

協力義務 なし なし なし リサイクルおよびリユース
を確実に行う業者への処
理委託

－

17 ○

(国)自動車リサイクル法
H.14.7.2制定 H.20.5.2最終改正

自動車 協力義務 なし なし なし 自動車の購入／車検／
廃棄時、情報管理セン
ターに再資源化預託金等
の預託

－

18 ○

(国)自然公園法
S.32.6.1制定 H.18.6.18最終改正

なし なし

－

法的及びその他の要求事項一覧表
※ ◎；適用を受ける ○；関連あり

NO 法令等の名称

法令等の要求事項
※
適
用

当協会の実施事項 点検・測定の頻度
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（７）代表者による全体評価と見直しの結果

見直しのための情報
【３－（４)を参照】

確認・指示内容/変更の必要性

［方針・目標、達成状況］

平成２１年度における環境目標は、すべて達

成されています。

［環境方針・環境目標に対するコメント］

「環境方針」、「環境目標」に兵庫県環境クリ

エイトセンターとの合併に伴い、資源循環部

及び兵庫県環境研究センターを含めて記載す

ること。

［変更の必要性］

○有 無

［環境活動計画の取組み状況］

環境目標を達成するための活動項目は、環境

実行委員会等により職員に通知され、取り組

みが継続して行われています。

［環境活動計画に対するコメント］

「環境創造活動チェック表」の環境活動の種

類に事務部門（環境創造部を除く）でも、取

り組みやすい種類を記載するとともに今回、

新たに追加された取り組みの種類を職員に周

知徹底すること。

［変更の必要性］

○有 無

［法律等の改定、順守状況］

法規制等遵守状況チェックの結果、環境関連

法規への違反はありません。また、外部から

の環境関連法規に関する違反等の指摘及び訴

訟はありませんでした。

［順守状況の確認に対するコメント］

特になし

［変更の必要性］

有 ○無

［環境経営システムの実施状況］

平成２１年度は、外部審査で１件不適合があ

りましたが、概ね順調に機能しています。

［環境経営システムに対するコメント］

兵庫県環境クリエイトセンターとの合併に伴

い、資源循環部及び兵庫県環境研究センター

を含め運用を行うとともに「エコアクション

２１ガイドライン」改訂２００９年版に対応

すること。

［変更の必要性］

○有 無

[報告年月日]

平成２２年 ６月 １０日

[見直し年月日]

平成２２年 ６月 １０日

[環境管理責任者]

氏名: 井上 成人

[代表者]

氏名: 青山 善敬
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（８）次年度の環境目標と取組内容 （二酸化炭素排出係数０．０００３３６ｔ－ＣＯ２／ｋＷｈ）

事
務
局

大気
課(工
技側)

薬品管理、

使用量削減
【環境方針

(1)①】

薬品管理
巡視点検
（月１回/
年12回）

月1回実施状

況の確認

月1回実施状

況の確認

月1回実施状

況の確認

ISO9001等の手順書に従った化学薬品管理

に係る記録を確認
◎ ◎

グリーン調
達【環境方
針(1)②】

グリーン
調達の推
進

－
月1回部署内

で周知

月1回部署内

で周知

月1回部署内

で周知
環境に配慮した物品等の購入及び使用 ◎ ◎

電気使用
量(kWH)

802,067
1,246,610以

下

1,246,610以

下

1,246,610以

下

昼休み時間の消灯を徹底する、パソコン
は離席時等短時間使用しない時に省エネ

モードとなるよう設定する、冷暖房時は
適切な温度（冷房時２８℃以上、暖房時

２０℃以下）に設定する、 エコタップの
活用を図る、廊下の消灯を行う、環境実

行委員等が「環境行動チェック表」によ
り取組状況をチェックするなど

◎ ◎

ガス使用
量(Nm3)

4,453 5,661以下 5,661以下 5,661以下
ガス使用量を管理し、削減に努める

◎ ◎

ガソリン
使用量(L)

33,463 35,333以下 35,333以下 35,333以下 ◎ ◎

軽油使用
量(L)

4,572 4,572以下 4,572以下 4,572以下 ◎ ◎

二酸化炭
素排出量
(t-CO2)

392.6 562.2以下 562.2以下 562.2以下

電気、ガス、ガソリン、軽油の削減に取
り組む ◎ ◎

総排水量の

削減【環境
方針(1)③】

水使用量

(ｍ３)
3,799 4,430以下 4,430以下 4,430以下

流し使用時には食器洗いや物を冷やす際

に水の流しっぱなしをしない、洗浄時間
を適正に行うなど

◎ ◎

廃棄物排出

量の削減
【環境方針

(1)④】

リサイク
ル率
（％）

75.6
全体で70％

(部署ごとに
目標別)

全体で70％

(部署ごとに
目標別)

全体で70％

(部署ごとに
目標別)

再生できる紙類はごみにせず分別する、

アルミ缶・スチール缶・ガラス瓶及び
ペットボトルは分別する、使い捨て容器

の使用を控えるなど

◎
◎
80%

環
境
創
造
活
動

環境創造活

動の実践
【環境方針

(2)①②③】

環境保全
活動

年間平均
達成率
は、約６
７％

年間平均達成
率75％以上

年間平均達成
率75％以上

年間平均達成
率75％以上

職員全員が環境創造活動を行い、「環境
創造活動チェック表」により、四半期ご

とに活動状況をチェックする。
(評価方法)

・職員に1人あたり累計８ポイントで目標
達成とし、四半期ずつ目標2ポイントずつ

の増加させ、累計で評価する

◎ ◎

※ 環境方針(1)⑤⑥は、法令遵守に該当するため、「法的及びその他の要求事項一覧表」及び「法規制等遵守状況チェック表」等による管理項目とする

◎

◎

◎
60%

◎

◎

◎

◎

水質課(本館側)
水質課(工技側)
及び土壌対策室
大気課
兵庫県環境研究
センター

◎

◎

◎

◎

◎

◎
70%

◎

取り組み
項目

二酸化炭素

の削減
【環境方針

(1)③⑦】

主な取り組み項目

経営企画部
環境創造部(2F)
環境調査課
資源循環部
(事業所は除く)

―

◎

◎

◎

◎

◎

取り組み部署

環

境

負

荷

の

低

減

管理項目
活
動

平成２１
年度実績
(協会本

部)

平成22年度 平成23年度 平成24年度

エコドライブの推進
不要なアイドリングをやめる、タイヤの
空気圧をチェックする、不要な荷物を降

ろす、暖機運転は適切に行う、急発進、
急加速はやめるなど
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